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 関市農業委員会総会議事録 

場所：関市役所 大会議室 

○議事日程 

平成２６年３月７日（金曜日）午前９時 開議 

（１）議事録署名委員の指名 

（２）議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

（３）議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請に対する意見について 

（４）議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請に対する意見について 

（５）議案第４号 農地の買受適格証明に対する意見について 

（７）議案第５号 農用地利用集積計画の承認について 

 

○出席委員（２８名） 

３番 東山 武司 君  ４番 粟倉 秀夫 君    ６番 深川 俊朗 君 

７番 加藤  徹 君  ８番 大澤 慶一  君    ９番 沼田 久男 君 

１０番 天野 邦男 君  １２番 石木 治男 君   １３番 篠田 権三 君 

１５番 山田 公平 君  １６番 山本  武 君   １７番 足立 孝弘 君 

１８番 中村 睦明 君 １９番 美濃羽 久 君   ２０番 鈴木 和道 君 

２１番 土屋 尊史 君  ２２番 土屋 顯弘 君   ２３番 丹羽 喜和 君 

２５番 永井 博光 君  ２６番 野村  茂 君   ２８番 長屋  芳成 君 

２９番 日置   香  君 ３０番 藤川   勝 君   ３１番 村上 忠一 君  

３２番 伊佐地鐡夫 君 ３３番 川村 信子 君  ３４番 長尾 初恵 君 

３５番 岩田 幸子  君   

 

○欠席委員（７名） 

   ２番  大竹   誠 君   ５番 小川 亮二 君   １１番 兼村 正美 君   

１４番  村井 雅之 君  ２４番 相宮 千秋 君  ２７番 林  修美 君  

３６番 武藤 隆夫 君 

   

 

○委員以外の出席者 

農業委員会事務局長    玉田 和久 君    農業委員会事務局課長補佐 長尾 成広 君   

農業委員会事務局主任主査 津谷 和子 君  板取事務所 課長補佐   黒野 幸男 君 

洞戸事務所 係長     古田 考幸 君  武芸川事務所 主任主査  永井 治美 君 

武儀事務所 課長補佐   川島 友教 君  上之保事務所 主事    加藤 恵子 君
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午前９時００分 開会 

○事務局課長補佐（長尾成広君）これから農業委員会総会を始めさせていただきます。まず、市

民憲章のご唱和をお願いします。ご起立ください。 

（市民憲章を唱和） 

ありがとうございました。ご着席ください。はじめに深川俊朗会長からご挨拶をお願いします。 

○議長（深川俊朗君）本日はいつもより１時間も早い時間からの開催になりましたが、皆様お集

まりいただきまして誠にありがとうございます。総会終了後は、農事組合法人ほたるの里集落営

農組合の視察に行く予定ですので引き続きご参加いただきたいと思います。また５月には昨年に

引き続き婚活イベントを開催いたしますのでまた皆様のご協力を承りたいと思います。 

○事務局長（玉田和久君）３月に入りまして寒いのか暑いのか分からない天気が続いております。 

昨年末より政府の農業政策の転換（米の経営取得安定対策や直接支払制度等）が唱えられてお

りますが今のところ概要がつかめておりませんので、分かり次第、皆様にご説明させていただき

たいと考えていますのでよろしくお願いします。 

○議長（深川俊朗君）ただ今から関市農業委員会総会を開催します。本日は、２番 大竹 誠委員、

５番 小川亮二委員、１１番 兼村正美委員、１４番 村井雅之委員、 ２４番 相宮千秋委員、

２７番 林 修美委員、３６番 武藤隆夫委員 が欠席ですが、会議規則第８条により委員の過半

数の出席により総会が成立しました。 

 次に、議事録署名委員の指名を行います。 

３３番 川村信子委員、３４番 長尾初恵委員のお二人にお願いします。 

 これより、議案の審議に入ります。 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請につきまして事務局の説明を求めます。 

○事務局課長補佐（長尾成広君）農地法第３条の規定により、下記農地の申請があったので、審議

を求めます。 

議案の１ページをお願いします。 

１番の案件は位置図が１ページになります。 

申請地は、西田原地内、交告歯科医院の北東１２０ｍほどに位置する農振農用地である田、２１

３９㎡です。 

譲受人は、競売地を取得して、農業経営の拡大をしたいというものです。 

２月１７日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しました。 

２番の案件は位置図が２ページになります。 

所有権移転で申請地は、大杉地内､田原グランドの南５０m ほどに位置する畑１９１㎡です。 

譲受人は、農業経営の拡大を図りたいというもの。譲渡人は、農業経営が困難のため申請地を、

譲り渡したいというものです。    

２月１７日に現地確認をし、畑で農地性有りと確認しました。 

３番の案件は位置図が３ページになります。 

所有権移転で申請地は、西神野地内､富野保育園の北西４８０m ほどに位置する登記地目が田、

現況地目が畑２筆、８２３㎡です。 

譲受人は、農業経営の拡大を図りたいというもの。譲渡人は、亡き実姉に贈与する予定だった申

請地を、今回実姉の夫に贈与したいというものです。    

２月１７日に現地確認をし、畑で農地性有りと確認しました。 
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４番の案件は位置図が４ページになります。 

所有権移転で申請地は、黒屋地内､中濃厚生病院の東北東４３０m ほどに位置する農振農用地で

ある田１２５０㎡です。 

譲受人は、農業経営の拡大を図りたいというもの。譲渡人は、農業経営が困難のため申請地を、

譲り渡したいというものです。    

２月１７日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しました。 

５番の案件は位置図が５ページになります。 

所有権移転で申請地は、上之保山本地内､ほほえみの湯の北東４６０m ほどに位置する農振農用

地である田７６４㎡です。 

譲受人は、農業経営の拡大を図りたいというもの。譲渡人は、相続により取得した持分を息子及

び弟である譲受人に、譲り渡したというものです。    

２月１７日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しました。 

６番の案件で位置図は６ページになります。 

所有権移転で申請地は、上之保川合中地内､上之保中学校の北９００m ほどなどに位置する農振

農用地である畑８２９㎡です。 

譲受人は、農業経営の拡大を図りたいというもの。譲渡人は、相続により申請地を取得したが、

岐阜市に在住しており、農業経営が困難のため、譲り渡したいというものです。    

２月１７日に現地確認をしたところ、畑で農地性有りと確認しました。 

７番の案件は位置図が７ページになります。 

所有権移転で申請地は、武儀富之保地内､中部電力富之保変電所の北北東９６０m ほど位置する

畑２筆、６９６㎡です。 

譲受人は、農業経営の拡大を図りたいというもの。譲渡人は、高齢により農業経営が困難のため、

譲り渡したいというものです。    

２月１７日に現地確認をしたところ、畑で農地性有りと確認しました。 

８番の案件は位置図が８ページになります。 

使用貸借権の設定で申請地は、洞戸市場地内､洞戸小学校の南東の１６０m ほど位置する農振農

用地である田、２１３１㎡です。 

使用借人は、農業経営の拡大を図りたいというもの。使用貸人は、使用借人の要望に応じ、貸し

付けるというものです。    

２月１７日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しました。 

最後に９番の案件は位置図が９ページになります。 

所有権移転で申請地は、洞戸小坂地内､板取川薬師前橋の南西１９０m ほどに位置する農振農用

地である田１７７㎡です。 

譲受人は、農業経営の拡大を図りたいというもの。譲渡人は、関市市平賀に在住しており、農業

経営が困難のため、申請地を親戚である譲受人に贈与したいというものです。    

２月１７日に現地確認をしたところ、畑で農地性有りと確認しました。 

以上、所有権移転に関するもの８件、使用貸借に関するもの１件につきまして、農地法第３条第

２項各号に該当しないため、許可要件のすべてを満たしていると考えます。よろしくご審議をお願

いいたします。 

○  議長（深川俊朗君）  事務局の説明が終わりましたので、担当委員の意見をお聞きします。 
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○３２番（伊佐地鐡夫君） １番について異議ありません。 

○ ４番（粟倉秀夫君） １番、２番について異議ありません。 

○ ７番（加藤 徹君） ２番について異議ありません。 

○ 議長（深川俊朗君） ３番について異議ありません。 

○ ８番（大澤慶一君） ３番について異議ありません。 

○１２番（石木治男君） ４番について異議ありません。 

○２１番（土屋尊史君） ５番、６番について異議ありません。 

○２２番（土屋顯弘君） ７番について異議ありません。 

○２６番（野村 茂君） ８番、９番について異議ありません。 

○  議長（深川俊朗君） これより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

○ ７番（加藤 徹君）４番についてですが、譲受人が下限面積を満たしているかどうかはどの

ように確認するのですか。 

○事務局課長補佐（長尾成広君）譲受人は住所が市外であり、そちらの耕作証明が添付してあり

ます。今回は関市の経営面積のみ記載しておりましたので、次回からは市外の経営面積を合わせ

て記載するようにします。 

○  議長（深川俊朗君）他に質疑のある方はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

 他に質疑もないようですので、これより採決いたします。議案第１号の９件につきまして、原

案のとおり許可することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

        （全員挙手） 

 それでは、議案第１号の所有権移転に関するもの８件、使用貸借権の設定に関するもの１件の

計９件につきまして、原案のとおり許可することといたします。 

続きまして、議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見について事務局

の説明を求めます。 

○事務局課長補佐（長尾成広君）議案第２号 農地法第４条の規定により、下記農地の申請がありま

したので意見を求めます。 

農地法第４条の規定により、下記農地の申請があったので、意見を求めます。 

議案は４ページになります。 

申請地は、武儀中之保地内、間吹郵便局の東北東６３０ｍほどに位置する登記地目が畑、現況地

目が宅地２筆、３５４㎡です。 

申請人は、申請地の隣に居住しているが、住居が手狭になってきたため、既存住宅の東に増築お

よび南側に庭を整備したいというものです。 

２月１７日に現地確認をしたところ、宅地であったため始末書の添付があります。 

隣接農地の承諾書の添付があります。 

農地の区分は、住宅、事業用施設等が連担しているため、第３種農地と判断します。 

以上１件について、ご審議をお願いします。 

○ 議長（深川俊朗君）事務局の説明が終わりましたので、担当委員の意見をお聞きします。 

○１９番（美濃羽久君）１番について異議ありません。 

○ 議長（深川俊朗君）これより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 
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 質疑もないようですので、これより採決いたします。議案第２号の１件につきまして、原案の

とおり岐阜県知事に進達することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

        （全員挙手） 

 それでは、議案第２号の農地法第４条第１項の規定による許可申請の意見につきましては、原案のと

おり岐阜県知事に進達することといたします。 

続きまして、議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について事務局の

説明を求めます。 

○事務局課長補佐（長尾成広君）農地法第５条の規定により、下記農地の申請があったので、意見

を求めます。  

議案は５ページになります。 

１番の案件は位置図が１１ページになります。 

所有権移転で申請地は桜ヶ丘１丁目地内、関桜ヶ丘郵便局南隣に位置する畑２筆、１０８㎡です。 

譲受人は、申請地の隣にある宅地とともに申請地を譲り受け、自己用の住宅の庭を整備したいと

いうもの。譲渡人は、譲受人の申し出に応じ譲り渡すというものです。       

２月１７日に現地確認をしたところ、田で農地性ありと確認しました。 

農地の区分は、都市計画法の用途地域内のため第３種農地と判断します。 

２番の案件は位置図が１２ページになります。 

所有権移転で、申請地は肥田瀬地内、関中央病院南隣に位置する田２９５０㎡です。 

譲受人である社会福祉法人香徳会設立準備会は、関中央病院を経営する医療法人香徳会の関係団

体であり特別養護老人ホーム８０床などを建設するため、用地を取得し整備したいというもの。譲

渡人は、譲受人の申し出に応じ譲り渡すというものです。       

２月１７日に現地確認をしたところ、田で農地性ありと確認しました。 

農地の区分は、住宅、事業用施設等が連担しているため、第３種農地と判断します。 

３番の案件は位置図が１３ページになります。 

使用貸借権の設定で、申請地は神野地内、上日立集会場の北東４２０ｍほどに位置する畑２７４

㎡です。 

申請人は、親子であり、使用借人である息子は、農産物の出荷準備作業のできる休憩施設を建設

するため、申請地を借り受けたいというもの。使用貸人である父は使用借人の申し出に応じ貸し付

けるというものです。 

２月１７日に現地確認をしたところ、畑で農地性有りと確認しました。 

農地の区分は、周辺に代替地がなく、第２種以外の農地に該当しないと考えられるため、第２種

農地と判断します。 

使用貸借の期間は３０年間としています。 

４番の案件は位置図が１４ページになります。 

所有権移転で、申請地は大杉地内、田原グランドの南５０ｍほどに位置する登記地目が畑、現況

地目が雑種地２筆、４６８㎡です。 

譲受人は、金型製造業を経営しており、事業経営の拡大のため、申請地を譲り受けて、工場を整

備したいというもの。譲渡人は、譲受人の申し出に応じるというものです。 

２月１７日に現地確認をしたところ、雑種地であったため始末書の添付があります。 

隣接農地の承諾書の添付があります。 
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農地の区分は、住宅、事業用施設等が連担しているため、第３種農地と判断します。 

５番の案件は位置図が１５ページになります。 

使用貸借権の設定で、申請地は志津野地内、富野小学校の南１５０ｍほどに位置する登記地目が

畑２筆、１７１㎡及び登記地目が畑、現況が宅地１１５㎡です。 

申請人は、親子であり、使用借人である娘は、現在住んでいる住居が手狭になってきたため、申

請地を借り受けて、新たに自己用住宅を建築したいというもの。使用貸人である父は使用借人の申

し出に応じ貸し付けるというものです。 

２月１７日に現地確認をしたところ、雑種地及び宅地であったため始末書の添付があります。 

隣接農地の承諾書の添付があります。 

農地の区分は、水管下水管ガス管のうち２７種類以上が埋設されている道路の沿道区域にあり、

かつ申請地に係る農地等から概ね５００m 以内に２以上の教育施設・医療施設等があるため、第３

種農地と判断します。 

使用貸借の期間は、２０年間としています。 

６番の案件は位置図が１６ページになります。 

所有権移転で、申請地は明生町３丁目地内、桜ヶ丘小学校の南９０ｍほどに位置する登記地目が 

畑、現況地目が田、１８２㎡です。 

譲受人は、申請地周辺に高層な建物がなく太陽光発電施設用地に適していると考え、申請地を譲

り受けて、太陽光発電施設を設置したいというもの。譲渡人は、相続により申請地を取得したが、

高齢により農業経営が困難なため、譲受人の申し出に応じるというものです。 

２月１７日に現地確認をしたところ、田で農地性ありと確認しました。 

農地の区分は、住宅、事業用施設等が連担しているため、第３種農地と判断します。 

７番の案件は位置図が１７ページになります。 

所有権移転で、申請地は下有知地内、下有知南部公民センターの南西３４０ｍほどに位置する登

記地目が田、現況地目が畑一部雑種地、８７㎡です。 

譲受人は、庭師を業としており、申請地を父より譲り受け、庭木の植栽や一部資材置き場にした

いというもの。譲渡人である父は、高齢により農業経営が困難になってきたため、譲受人の申し出

に応じ譲り渡すというものです。 

２月１７日に現地確認をしたところ、畑一部雑種地であったため、始末書の添付があります。 

農地の区分は、都市計画法の用途地域内のため第３種農地と判断します。 

８番の案件は位置図が１８ページになります。 

所有権移転で、申請地は下有知地内、下有知南部公民センターの北西１２０ｍほどに位置する登

記地目が畑、現況地目が畑一部宅地、３０７㎡です。 

譲受人は、現在住んでいる住居が手狭になってきたため、申請地を譲り受け、一体利用地である

南側の宅地に住宅を建築し、申請地には庭を整備したいというもの。譲渡人は、農業経営が困難の

ため譲受人の申し出に応じ譲り渡すというものです。 

２月１７日に現地確認をしたところ、畑一部雑種地であったため始末書の添付があります。 

隣接農地の承諾書の添付があります。 

農地の区分は、住宅、事業用施設等が連担しているため、第３種農地と判断します。 

９番の案件は位置図が１９ページになります。 

所有権移転で、申請地は東仙房地内、緑ヶ丘中学校の東３９０ｍほどに位置する登記地目が田 
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現況地目が畑、３８１㎡です。 

譲受人は、申請地の北側にて刃物製造会社の経営者とその家族であり、刃物製造会社の倉庫が手

狭になってきたため、申請地を譲り受け、貸倉庫として整備したいというもの。譲渡人は、岐阜市

に在住しており、農業経営が困難なところ、譲受人の申し出に応じ譲り渡すというものです。 

２月１７日に現地確認をしたところ、畑で農地性ありと確認しました。 

農地の区分は、都市計画法の用途地域内のため第３種農地と判断します。 

 １０番の案件は位置図が２０ページになります。 

所有権移転で申請地は、竪切北地内、竪仙房公民センター南東３３０ｍほどに位置する田６筆  

２０２７㎡のうち９８９．８㎡です。測量図の添付があります。 

譲受人は、武儀下之保にて歯科診療所を経営しており、今般申請地を譲り受け、歯科診療所とし

て整備したいというもの。譲渡人は、高齢又は多忙のため、農地管理が困難であったところ、譲受

人の申し出に応じ譲り渡すというものです。 

２月１７日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しました。 

農地の区分は、都市計画法の用途地域内のため第３種農地と判断します。 

１１番の案件は位置図が２１ページになります。 

使用貸借権の設定で申請地は、戸田地内、戸田転作促進技術センターの南西２００ｍほどに位置

する田、１７１㎡です。 

申請人は、親子であり、使用借人である息子は、現在住んでいる住居が手狭になってきたため、

申請地を借り受けて、新たに自己用住宅を建築したいというもの。使用貸人である父は使用借人の

申し出に応じ貸し付けるというものです。 

２月１７日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しました。 

隣接農地の承諾書の添付があります。 

農地の区分は、住宅、事業用施設等が連担しているため、第３種農地と判断します。 

使用貸借の期間は、３０年間としています。 

１２番の案件は位置図が２２ページになります。 

所有権移転で申請地は、千疋地内、千疋４号組自治集会場南３０ｍほどに位置する畑、１０５㎡

及び登記地目が畑、現況地目が畑で一部宅地である２筆 １０４７㎡です。 

譲受人は、申請地を譲り受け、太陽光発電施設を整備したいというもの。譲渡人は、譲受人の申

し出に応じ譲り渡すというものです。 

２月１７日に現地確認をしたところ、畑一部雑種地であったため、始末書の添付があります。 

農地の区分は、住宅、事業用施設等が連担しているため、第３種農地と判断します。 

１３番の案件は位置図が２３ページになります。 

所有権移転で申請地は、武芸川町平地内、JA めぐみの武芸川サポートセンターの北西３９０ｍほ

どに位置する畑、２４３㎡です。 

譲受人は、申請地の隣接地に居住しており、物置が手狭になってきたため、申請地を譲り受け、

倉庫を建築したいというもの。譲渡人は、農業経営が困難であったところ、譲受人の申し出に応じ

譲り渡すというものです。 

２月１７日に現地確認をしたところ、畑で農地性ありと確認しました。 

農地の区分は、住宅、事業用施設等が連担しているため、第３種農地と判断します。 

最後に１４番の案件は位置図が２４、２５ページになります。 
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所有権移転で申請地は、上之保明ヶ島地内、明ヶ島運動公園の東南東２６０ｍなどに位置する登

記地目が畑、現況地目が山林である１７筆 ２６７７㎡及び、登記地目が田、現況地目が山林であ

る６筆１４９６㎡ 計２３筆 ４１７３㎡です。 

譲受人は、申請地を譲り受け、植林をしたいというもの。譲渡人は、関市小瀬に居住しており農

業経営が困難のため、譲受人の申し出に応じ譲り渡すというものです。（譲渡人から、住宅、農地、

山林、計９３筆を譲り渡し、今般、山林部分の申請をするものです。）   

２月１７日に現地確認をしたところ、山林であったため、始末書の添付があります。 

農地の区分は、周辺に代替地がなく、第二種以外の農地に該当しないと考えられるため、第二種

農地と判断します。 

以上、所有権移転に関するもの１１件、使用貸借権の設定に関するもの３件、計１４件につきま

して、ご審議をお願いいたします。 

○  議長（深川俊朗君）  事務局の説明が終わりましたので、担当委員の意見をお聞きします。 

○ ３２番（伊佐地鐡夫君）１番について異議ありません。 

○  ２番（大竹 誠君） ２番について異議ありません。 

○  ３番（東山武司君） ３番について異議ありません。 

○  ４番（粟倉秀夫君） ４番について異議ありません。 

○  議長（深川俊朗君） ５番について異議ありません。 

○  ７番（加藤 徹君） ６番について異議ありません。 

○  ８番（大澤慶一君） ７番、８番について異議ありません。 

○ １１番（兼村正美君） ９番、１０番について異議ありません。 

○ １３番（篠田権三君） １１番について異議ありません。 

○ １８番（中村陸明君） １２番について異議ありません。 

○ ２４番（相宮千秋君） １３番について異議ありません。 

○ ３４番（長尾初恵君） １４番について異議ありません。 

○  議長（深川俊朗君） これより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。議案第３号の１４件について、原案のと

おり岐阜県知事に進達することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

        （全員挙手） 

 以上、議案第３号の所有権移転に関するもの１１件、使用貸借権の設定に関するもの３件の計１

４件につきまして、岐阜県知事に進達することといたします。 

民事執行規則第３３条の規定に基づき、下記農地の買受適格証明願いがあったので、意見を求めま

す。 

議案は、別紙１の１ページになります。 

１番の案件は位置図が１ページになります。 

申請地は、側島地内、保戸島公民センターの南東２６０ｍほどに位置する農振農用地である田  

４７６９㎡です。 

申請人は、すべて競売地を取得して、農業経営の拡大をしたいというものです。 

競売の入札期間は、平成２６年３月４日から３月１１日までです。 

２月１７日に現地確認をし、田で農地性ありと確認しました。 
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以上、１件につきまして、ご審議をお願いいたします。 

○  議長（深川俊朗君）  事務局の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑

のある方はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。議案第４－１号の農地の買受適格証明に

ついて、原案のとおり岐阜県知事に進達することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

        （全員挙手） 

 それでは、議案第４号の６件を原案のとおり許可することといたします。 

続きまして、民事執行規則第３３条の規定に基づき、下記農地の買受適格証明願いがあったので、

意見を求めます。 

議案は、別紙２の２ページになります。 

４－２の議案につきましては、農業委員さんからの申請がありましたので、公平を期すために、

退出していただきたいことや、農業委員さんの入札に、有利にならないように、今、資料の配布を

させていただき、審議終了後回収させていただきますので、ご協力をお願いいたします。 

２番、３番、４番の案件は位置図が２ページになります。３条申請案件になります。 

申請地は、武芸川町跡部地内、武芸川浄化センターの北４１０ｍほどに位置する畑２０５㎡です。 

申請人は、すべて競売地を取得して、農業経営の拡大をしたいというものです。 

競売の入札期間は、平成２６年４月１日から４月８日までです。 

２月１７日に現地確認をし、畑で農地性ありと確認しました。 

５番の案件は位置図で２ページになります。５条申請案件になります。 

申請地は、武芸川町跡部地内、武芸川浄化センターの北４１０ｍほどに位置する畑２０５㎡です。 

申請人は、競売地を取得して、分譲住宅を建築したいというものです。 

競売の入札期間は、平成２６年４月１日から４月８日までです。 

２月１７日に現地確認をし、畑で農地性ありと確認しました。 

６番の案件は位置図が２ページになります。５条申請案件になります。 

申請地は、武芸川町跡部地内、武芸川浄化センターの北４１０ｍほどに位置する畑２０５㎡です。 

申請人は、競売地を取得して、太陽光発電施設を建設したいというものです。 

競売の入札期間は、平成２６年４月１日から４月８日までです。 

２月１７日に現地確認をし、畑で農地性ありと確認しました。 

以上、５件につきまして、ご審議をお願いいたします。 

○  議長（深川俊朗君） 事務局の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑の

ある方はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。議案第４号の農地の買受適格証明につい

て、原案のとおり岐阜県知事に進達することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

        （全員挙手） 

 それでは、議案第５号の３件を原案のとおり許可することといたします。 
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続きまして、議案第６号 農用地利用集積計画の承認につきまして事務局からの説明を求めます。 

○課長補佐（長尾成広君）関市長より、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により、農用

地利用集積計画の承認を求められたので、意見を求めます。 

議案は１４ページになります。 

賃貸借権の設定に関するもの３筆、使用貸借権の設定に関するもの２２筆計２５筆、９件につい

て、承認を求められています。 

新規２５筆、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 

地目は、田が２５筆２０，１５８㎡です。  

地区は、肥田瀬、広見、中之保の３地区です。 

 設定を受ける塚原良則ほか、計４者です。 

以上、農用地利用集積計画の承認につきまして、ご審議をお願いいたします。 

 ○  議長（深川俊朗君） 事務局の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑の

ある方はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。議案第６号の農用地利用集積計画につい

て、原案のとおり許可することといたします。 

以上をもちまして議案の審議は全て終了いたしました。その他について事務局の説明を求めます。 

○２１番（土屋尊史君）一つよろしいですか。前回、特定事業の地位を承継したための事業計画変

更承認申請が２件ありましたが、その理由は確認されましたか。事業の途中で変更していますし、

県の方でも指導が入っていたようでしたので、事情によっては次回からの申請を受け付けないとい

う対応も出てくるのではないかと思いますので、きちんと確認してください。もう一つですが、以

前、自分の息子夫婦の住宅を建てるために農振除外をした後に転用許可を取ったが、実際は事業を

実行せず他の人に転売していたということで、事業後ではありましたが事業計画変更承認申請が出

ていた件について、総会で説明をしていただくことになっていたと思うのですがどうなりましたか。 

○事務局課長補佐（長尾成広君）特定事業の地位を承継したための事業計画変更承認申請の２件に

ついては未確認ですのでまた確認してみますが、理由は承認には必要ありませんので確認できれば

次回報告します。二点目については県の方も追認はできないという返答でした。今のところは市で

保留している状況です。 

○２１番（土屋尊史君）違法なことをそのままにしておくことはおかしいのではないですか。中濃

病院の周辺の農地でも違法に埋め立ててしまってある土地もありますが、そういうものをそのまま

にしておくことは問題ではないですか。 

○ ７番（加藤 徹君）市の方も指導はしていただくべきだと思います。勧告や厳重注意の対策も考え

ていくべきではないですか。 

○事務局課長補佐（長尾成広君）いただきました意見につきましてはまた考えていきたいと思いま

す。次回の総会は４月４日午前１０時から６階大会議室で開催予定ですのでよろしくお願いします。

婚活イベントについてですが皆様にチラシを配布させていただきましたのでまたご協力お願いしま

す。今回承認いただければ市のホームページやツイッター、フェイスブックに掲載したいと思いま

すがよろしいでしょうか。前回の反省点も踏まえて、市の広報の４月１日号には掲載する予定です。 

 

○議長（深川俊朗君）これをもちまして閉会といたします。ご苦労様でした。 
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午前１０時２０分 閉会 

本日の会議の顛末を記録し、相違ないことを証するためここに署名する。 

 

 

議 長        関市西神野６４１番地 
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３３番        関市西田原９１５番地３ 
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３４番        関市上之保８１５４番地 
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